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介護・世話の放棄・放任（ネグレクト）

　虐待は、たたいたり、食事を与えなかったりという目に見えるものだけではありません。高齢者虐待と
は、高齢者の心や身体に深い傷を負わせたり、基本的な人権の侵害や尊厳を奪うことをいいます。
　高齢者虐待防止・養護者支援法では、高齢者（※１）に対して行われる養護者（※２）や養介護施設従事
者等（※３）による次のような行為を高齢者虐待として位置付けています。

　　※１　高齢者　…　６５歳以上の人
　　※２　養護者　…　高齢者を現に養護（介護・世話）している家族、親族、同居人等
　　※３　養介護施設従事者等　…　老人福祉法および介護保険法で規定された施設・事業所の業務に従事する人

　高齢者虐待は、必ずしもこれらのうちの一つが単独で発生するわけではなく、高齢者に必要な金銭を使わ
せず、必要な介護・医療を受けさせない（介護・世話の放棄・放任＆経済的虐待）、ののしったり言うこと
を聞かないとたたいたりする（心理的虐待＆身体的虐待）等、複数の種類の虐待が同時に発生していること
があります。

高齢者の身体に外傷が生じ、
または生じるおそれのある
　　　　暴行を加えること

高齢者に対する著し
い暴言または著しく
拒絶的な対応その他
の高齢者に著しい心
理的外傷を与える言
動を行うこと

高齢者にわいせつな行為をすること
または高齢者にわいせつな行為を
させること

養護者または高齢者の
親族が高齢者の財産を
不当に処分すること
その他高齢者から不当
に財産上
の利益を
得ること

高齢者を衰弱させるような著しい減食、
長時間の放置、養護者以外の同居人による
虐待行為の放置等、養護を著しく怠ること

�


